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公益財団法人 オホーツク財団 

「食に関するミニ補助事業」実施要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、公益財団法人オホーツク財団（以下、「財団」と言う。）の、

食に関するミニ補助事業の補助金交付に関し必要な事項を定める。 

 

（補助事業の目的） 

第 2 条 この補助事業は、オホーツク管内の企業・団体等が行う、圏域産一次産品

を用いた食を通しての地域振興事業に対し支援することを目的とする。 

 

（対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は以下に掲げるものとする。 

  食品に関する商品開発・研究開発・技術開発・既存商品の改良とする（自 

社による技術開発を伴うものに限る） 

 

（対象団体） 

第４条 補助は、オホーツク管内に主たる事業所を有する自営業、企業、団体（任

意団体を含む）を対象とする。 

 

（事業実施期間） 

第５条 事業実施期間は、交付決定日～当該年度 2 月末までとする。 

 

（対象経費） 

第６条 補助対象経費は以下に掲げるものであって交付決定日以降に発生し、事業

実施期間内に支出を完了するものに限る。 

 

１．原材料費 ２．消耗品費 ３．備品・機器購入費 ４．施設・設備等賃借料 

５．外注費 ６．委託費 ７．通信運搬費 ８．旅費 ９．賃金 １０．その他 

  理事長が必要と認めたもの 

※備品・機器購入費については、補助額の 35％までとする。 

注：補助対象経費に認められない「対象外経費」は以下のとおりとする。 

・内部賃金、自社内部取引の経費。（自社の原料を使用する場合、事前に事務局へ

確認する事） 
・補助金の交付決定前及び事業実施期間外に発注、購入、契約を実施したものや納

品になった物。 

・ポイント、ギフト券等で支払った経費。 

・販売の為に係る経費。 
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（補助額） 

第７条 補助額は第６条に定める経費の９０％以内で、かつ１件当たり３3 万円

（税込）を限度とし、補助総額は当該年度の予算の範囲とする。 

２  補助対象者は、補助金の概算払を受けることができる。 

 

３  他機関からの補助との重複は認めない。 

 

（申 請） 

第８条 補助を受けようとする者は財団の定める日までに下記の申請に必要な書

類を提出する。 

①「食に関するミニ補助事業」申請書（様式 1） 

②「食に関するミニ補助事業」事業計画書（様式２） 

③ 申請者の概要（様式３） 

④ 事業費の内訳（様式４） 

⑤ 登記簿謄本の写し（企業・団体の場合。個人の場合は住民票） 

⑥ 納税証明書（「滞納なし」の記載がある、国税・道税・市町村税の 3 点を提出の事） 

⑦ 事業のモデル図等の参考資料（財団が提出を求めた場合） 

 

（審査及び決定） 

第９条 財団は第８条に定める申請書類を受理したときは、審査委員会の審査を基

に、理事長が補助申請の採否及び補助額を決定する。 

 

（審査委員会） 

第１０条 審査委員会は、「食に関するミニ補助事業」審査委員会要領に基づき決

定する。 

２   財団は、必要があると認める場合は、審査委員会における審査の前に調 

査を行うことができる。 

 

３  審査委員会は、必要があると認める場合は、現地調査又は関係者の意見 

聴取を行うことができる。 

 

 

（決定の通知） 

第１１条 財団は、補助申請の採否及び補助金額を決定したときは、速やかに当該

申請者に通知する。ただし、補助対象者に対しては、次の条件を付して通

知するものとする。 

（１） 次のいずれかに該当するときは、事前に財団に報告し、その承認を受け 

ること。 

 ① 補助事業の内容を変更しようとするとき  
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 ② 補助事業に要する経費の内容を変更しようとするとき 

      （その変更による増減額が、補助対象の経費 20％を超えたとき） 

 ③ 補助事業を中止又は廃止しようとするとき 

 

（２） 補助事業が予定の期間内に完了しないおそれのあるときは、速やかに財

団に報告し、その指示を受けること。 

 

（３） 補助金は、補助事業以外の用途に支出してはならないこと。 

（４） 補助事業の進捗状況報告を求められたときは、様式８（進捗№1 及び進

捗№2）により速やかに財団に報告すること。 

  

 

（報 告） 

第１２条 補助対象者は、補助事業の完了等について、以下の区分で必要な書類の

提出を以て財団に報告する。 

（１）  事業が完了したとき 

①「食に関するミニ補助事業」完了報告書（様式５） 

 ②経費明細書（様式６） 

   ③補助事業実績報告書（様式１１） 

    ④請求書・見積書 

  ⑤領収書 

   ⑥納品書 

   ⑦出張報告書（様式１０、旅費が発生した場合） 

   ⑧開発品、購入備品・機器等の写真、ラベル等印刷物（様式は任意）。   

※帳ひょう類は、請求書、領収書、納品書の 3 点が必要。店頭での購入等で領収

書しか発行されない場合は領収書のみ添付。 

 

 

（２）  事業計画に変更が生じたとき 

補助事業の内容の変更、中止、廃止、又は遂行が困難となったときは、速

やかに補助事業計画変更届出書（様式７変更№１，変更№２）を提出し、

財団の指示を受ける。 

 

（補助金の額の確定） 

第 13 条  財団は、前条第 1 項第 1 号の規定により事業完了報告を受けた場合に 

おいて、事業完了報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、 

その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに 

付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたと 

きは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。 

 

（補助金の交付） 
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第１４条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、財団は、概算払請求書の提出を受けたときは、そ

の内容を審査し、補助金額の８０％を限度として交付する。  

 

（補助金の概算払） 

第１５条 補助対象者が、補助金の概算払を受けようとするときは、「食に関する

ミニ補助事業」概算払請求書（様式９概払№1 及び概払№2）を提出しなければな

らない。 

 

（決定の取消） 

第１６条 補助対象者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助金交付の決定の 

内容及びこれに付した条件に相違していると認められるときは、財団は補 

助金の全部、又は、一部を取消すことができる。 

 

２  前項の規定は対象事業について交付すべき補助金額の確定があった後 

においても適用する。 

  

 

（帳簿等の整備） 

第１７条 補助対象者は、対象事業の経理についてその他の経理と明確に区分し、

その収支の事実を明らかにするとともに、その会計帳簿及び収支に関する

証拠書類を事業完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

（情報公開） 

第１８条 財団は、採択事業決定後、決定金額・要旨・テーマについて情報公開を 

行う。 

 

（反社会的勢力排除に関する誓約） 

第１９条 補助事業者は、別紙記載の反社会的勢力排除に関する誓約事項について

補助金の交付申請前に確認しなければならず、申請書（様式１）の提出をもってこ

れに同意したものとする。 

 

（その他） 

第２０条 この要領に定めのない事項については、理事長が別に定める。 

 

  附 則  この要領は、平成２４年８月１日から施行する。 

  附 則（平成 25 年 8 月２９日一部改正） 

  附 則（平成 26 年 5 月１５日一部改正） 

  附 則（平成 27 年 5 月２９日一部改正） 
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  附 則（平成 29 年 5 月１５日一部改正） 

 附 則（平成 30 年 5 月 8 日一部改正） 

附 則（令和 2 年 5 月１8 日一部改正） 

附 則（令和 3 年 4 月 22 日一部改正） 

附 則（令和 4 年 3 月 8 日一部改正） 

附 則（令和  8 年 3 月 2 日一部改正） 


